
一

（
国
土
交
通
委
員
会
）

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
宅
地
造
成
、
特
定
盛
土
等
（
宅
地
又
は
農
地
等
に
お
い
て
行
う
盛
土
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）

又
は
土
石
の
堆
積
（
一
定
期
間
の
経
過
後
に
除
却
す
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
「
宅
地
造
成
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
災
害

を
防
止
す
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

題
名
を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
」
に
改
め
る
こ
と
と
す
る
。

二

主
務
大
臣
（
国
土
交
通
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
）
は
、
宅
地
造
成
等
に
伴
う
災
害
の
防
止

に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

三

都
道
府
県
等
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
、
宅
地
造
成
等
に
伴
う
崖
崩
れ
又
は
土
砂
の
流
出
の
お

そ
れ
が
あ
る
土
地
の
地
形
等
に
関
す
る
調
査
（
以
下
「
基
礎
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

四

都
道
府
県
知
事
等
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
か
つ
、
基
礎
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
宅
地
造
成
等
に
伴
い
災
害
が
生
ず

る
お
そ
れ
が
大
き
い
市
街
地
等
の
区
域
で
あ
っ
て
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
規
制
を
行
う
必
要
が
あ
る
も
の

を
、
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
と
し
て
、
ま
た
、
同
規
制
区
域
以
外
の
区
域
で
あ
っ
て
、
自
然
的
・
社
会
的
条
件
か
ら
み



二

て
、
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
が
行
わ
れ
た
場
合
、
こ
れ
に
伴
う
災
害
に
よ
り
市
街
地
等
の
区
域
の
居
住
者
等
に
危
害

を
生
ず
る
お
そ
れ
が
特
に
大
き
い
区
域
を
、
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
と
し
て
、
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

五

一
定
の
場
合
を
除
き
、
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
内
で
の
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
及
び
、
特
定
盛
土
等
規
制
区
域

内
で
の
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
（
大
規
模
な
崖
崩
れ
又
は
土
砂
の
流
出
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
大
き
い
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
規
模
の
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
は
、
工
事
主
は
、
当
該
工
事
に
着
手
す
る
前
に
、
都

道
府
県
知
事
等
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

六

五
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
（
政
令
で
定
め
る
規
模
の
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
工
事
が

政
令
で
定
め
る
工
程
を
含
む
場
合
、
当
該
工
程
に
係
る
工
事
を
終
え
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
都
道
府
県
知
事
等
の
検
査
を

申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

七

罰
則
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

八

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
検
討
条
項
に
関
し
修
正
が
行
わ
れ
た
。


